
【対照表】熊本県地域公共交通協議会事務局規程 
旧 新  

 

第１条～第２条 （略） 

 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、熊本県企画振興部交通政策・情報局交通政策課長をもっ

て充てる。 

３ 事務局員は、熊本県企画振興部交通政策・情報局交通政策課の職員を

もって充てる。 

 

第１条～第７条 （略） 

 

附 則  

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。 

２ 事務局長は、熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課長をもっ

て充てる。 

３ 事務局員は、熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課の職員を

もって充てる。 

 

第１条～第７条 （略） 

 

附 則  

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

この規程は、令和４年○○月○○日から施行し、令和４年４月１日から適

用する。 

 
 


